
○　○　区（自　治　会）　規　約（会　則）
第１章  総　則
（目　的）
第１条　本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
　(1)会員相互の親睦活動に関すること。
　(2)専門部会活動に関すること。
　(3)毛呂山町及びその他の関係団体との連絡調整に関すること。
　(4)その他、会の目的達成に必要と認められること。
（名　称）
第２条　本会は、○○自治会（以下「会」という。）と称する。
（区　域）
第３条　区（会）の区域は毛呂山町×番地□号から××番地□□号までの区域とする。
（事務所）
第４条　区（会）の事務所は、○○○に置く。
第２章　会　員
（会　員）
第５条　会の会員は、第３条に定める区域に住所を有する者、事業所及びこれに準ずる者とする。
　ただし、事業所は、賛助会員とし、議決権は有しないものとする。
（会　費）
第６条　会費は、１世帯月額○○円とする。
２　賛助会費は、別途定める。
第３章　役　員
（役　員）
第７条　会に、次の役員を置く。
　(1)区（会）長　　　１人
　(2)副区（会）長　　○人
　(3)書記　　　○人
　(4)会計　　　○人
　(5)会計監査　○人
　(6)班長　　　各班から１名
（役員の選出）
第８条　区（会）長、副区（会）長、書記及び会計は、総会において、会員の中から選出する。
２　会計監査は、総会において、前各項以外の会員の中から選出する。
３　班長は、各班の中から選出する。　
（役員の職務）
第９条　区（会）長は、会を代表し、会務を総理する。
２　副区（会）長は、区（会）長を補佐し、区（会）長に事故があるとき又は区（会）長が欠けたときは、その職務を代行する。
３　書記は、会務を記録する。
４　会計は、区（会）の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
５　会計監査は、会計及び業務執行状況を監査する。
６　班長は、各班を代表し、会の円滑な運営に協力する。
（役員の任期）
第10条　役員の任期は、○年とし、再任を妨げない。
２　役員の辞任その他の理由により、役員に欠員が生じたときは、速やかに補充しなければなら　ない。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
３　役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職を行わなければならない。
第４章　会　議
（会　議）
第11条　区（会）の会議は、総会、役員会とする。
２　会議は、構成員の２分の１以上の出席（委任状を含む）をもって成立する。
（総　会）
第12条　総会は、定時総会及び臨時総会とし、会員をもって構成する。
２　定時総会は、区（会）長が招集し、年１回開催する。
３　臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
　　(1)会長が必要と認めたとき。
　　(2)会員の○分の１以上の請求があったとき。
４　総会の議長は、出席会員の中から選出する。
５　総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ　ろによる。
６　総会は、次の事項を議決する。
　　(1)事業運営の基本的事項に関すること
　　(2)予算及び決算に関すること
　　(3)規約等の制定改廃に関すること
　　(4)その他、会の運営に関する重要事項
（総会の書面表決等）
第13条　止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
２　前項の場合における第11条及び第12条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
（役員会）
第14条　役員会は、会計監査以外の役員をもって構成する。
２　役員会は、区（会）長が必要と認めるとき、会長が招集する。
３　役員会の議長は、区（会）長がこれにあたる。
４　役員会の議事は、役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
５　役員会は、次の事項を議決する。
　　(1)総会に付議すべき事項
　　(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
　　(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
６　急を要する事項は、役員会で決議執行し、次の総会で承認を受ける。
第５章　組　織
（班）
第15条　区（会）の運営を円滑に行うため、班を置く。
２　班の編成は、役員会で議決し、次の総会で承認を得るものとする。
３　班は、各班の会員の中から班長を選出する。ただし、高齢者及び心身障害者等で職務の遂行　が困難であると認められる場合は、本人の申し出により免除することができる。　
第６章　会　計
（会計年度）
第16条　区（会）の会計年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。
（経　費）
第17条　区（会）の運営に関する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
（監　査）
第18条　会計監査は、年１回以上会計監査を行い、総会において報告しなければならない。
第７章　規約の変更
（規約の変更）
第19条　この規約の変更は、総会において会員の○分の○以上の賛成を必要とする。
第８章　雑　則
（帳簿及び書類）
第20条　区（会）の事務所には、規約、議事録、収支に関する帳簿、その他必要な書類を備えなければならない。
　２　前項に基づき備えられた書類は、原則として公開とし、地域住民及び地域組織からの請求があるときは、閲覧させなければならない。
　３　前項の規定にかかわらず、個人情報については、閲覧させないことができる。
　４　区（会）における個人情報の取扱に関しては、別紙「〇〇自治会個人情報取扱要領」に定める。
（委　任）
第21条　区（会）の規約施行のための必要な細則は、役員の議決を得て区（会）長が定める。細則を定めたときは、次の総会で承認を得なければならない。　
　附　則
　　この規約は、○○年○○月○○日から施行する。
